
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）

今回基準値の設定を行う水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）は

次のとおりです（農薬登録保留基準については参考１を参照）。

農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどう

かの基準を定める等の件（昭和46年３月農林省告示第346号）第３号の規定に基づ

き、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準（平成18年12月環境省告示第

143号）を改正し、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水産動植物被害予

測濃度について下表右欄の基準値を新たに設定します。

なお、新たに設定する基準値は改正告示の公布の日から適用することとしま

す。

（Ｓ）－α－シアノ－３－フェノキシベンジル＝（Ｚ）－（１ 0.0052 μg／l

Ｒ，３Ｓ）－２，２－ジメチル－３－［２－（２，２，２－ト

リフルオロ－１－トリフルオロメチルエトキシカルボニル）ビ

ニル］シクロプロパンカルボキシラート（別名アクリナトリ

ン）

（４Ｓ，４ａＲ，５Ｓ，６Ｓ，１２ａＳ，）－４－（ジメチル 84 μg／l

アミノ）－３，５，６，１０，１２，１２ａ－ヘキサヒドロキ

シ－６－メチル－１，１１－ジオキソ－１，４，４ａ，５，５

ａ，６，１１，１２ａ－オクタヒドロテトラセン－２－カルボ

キサミド（別名オキシテトラサイクリン）

３－ブロモ－１－（３－クロロ－２－ピリジル）－４’－シア 1.8 μg／l

ノ－２’－メチル－６’－（メチルカルバモイル）ピラゾール

－５－カルボキサニリド（別名シアントラニリプロール）

（ＲＳ）－α－シアノ－３－フェノキシベンジル＝（ＲＳ）－ 26 μg／l

２，２－ジクロロ－１－（４－エトキシフェニル）シクロプロ

パンカルボキシラート（別名シクロプロトリン）

４－シクロプロピル－６－メチル－Ｎ－フェニルピリミジン－ 2.7 μg／l

２－アミン（別名シプロジニル）

（５ＲＳ）－２－［（ＥＺ）－１－（エトキシイミノ）ブチ 7,200 μg／ｌ

ル］－５－［（２ＲＳ）－２－（エチルチオ）プロピル］－３

－ヒドロキシシクロヘキサ－２－エン－１－オン（別名セトキ

シジム）

（ＲＳ）－７－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルチ 33 μg／ｌ

オ）－３－メチル－２－ベンゾフラン－１（３Ｈ）－オン（別

別紙



名ピリフタリド）

３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－（３’，４’， 29 μg／ｌ

５’－トリフルオロビフェニル－２－イル）ピラゾール－４－

カルボキサミド（別名フルキサピロキサド）

カルシウム＝３－オキシド－５－オキソ－４－プロピオニルシ 9,300 μg／l

クロヘキサ－３－エンカルボキシラート（別名プロヘキサジオ

ンカルシウム塩）

メチル＝２－（４－メトキシ－６－メチル－１，３，５－トリ 870 μg／ｌ

アジン－２－イルカルバモイルスルファモイル）ベンゾアート

（別名メトスルフロンメチル）

（Ｒ）－４－イソプロペニル－１－メチルシクロヘキセン（別 70 μg／ｌ

名dーリモネン）


